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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）エポキシ樹脂、
　（Ｂ）硬化剤、
　（Ｃ）下記一般式（１）で表されるオニウム塩を含む硬化触媒、
　（Ｄ）金属アルコキサイド、金属キレート及び金属アシレートからなる群より選ばれる
少なくとも１種の金属化合物、並びに、
　（Ｅ）アルミナ、酸化マグネシウム、酸化アンチモン、酸化チタン、酸化ジルコニウム
及び無機中空粒子からなる群から選ばれる少なくとも１種の白色顔料、
を含有する熱硬化性樹脂組成物であって、
　前記硬化触媒の融点が８０℃～２５０℃であり、
　前記エポキシ樹脂、前記硬化剤及び前記硬化触媒を含む混合物を３０℃～１５０℃で溶
融混練する工程を備える方法によって得ることのできる混錬物であり、
　光反射部材を形成するために用いられる、熱硬化性樹脂組成物。

【化１】

［式（１）中、
　Ｘ＋は、脂肪族４級ホスホニウムイオン、芳香族４級ホスホニウムイオン、１，８－ジ
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アザ－ビシクロ（５，４，０）ウンデカン－７－エンのオニウムイオン及びイミダゾール
誘導体のオニウムイオンから選ばれるカチオンを示し、
　Ｙ－は、テトラフルオロホウ酸イオン、テトラフェニルホウ酸イオン、ヘキサフルオロ
リン酸イオン、ビストリフルオロメチルスルホニルイミド酸イオン、トリス（トリフルオ
ロメチルスルホニル）炭素酸イオン、トリフルオロメタンスルホン酸イオン、ハロゲン化
酢酸イオン、カルボン酸イオン及びハロゲンイオンから選ばれるアニオンを示す。］
【請求項２】
　１２０℃におけるゲルタイムが２０００秒～２０００００秒、かつ１８０℃におけるゲ
ルタイムが１０秒～２０００秒である、請求項１に記載の熱硬化性樹脂組成物。
【請求項３】
　前記オニウム塩が、下記一般式（２）で表されるホスホニウム塩である、請求項１又は
２に記載の熱硬化性樹脂組成物。
【化２】

［式（２）中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４はそれぞれ独立にアリール基、アラルキル基又
は炭素原子数１～１８の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基を示し、前記アリール基及び
前記アラルキル基はヒドロキシ基又はアルコキシ基で置換されていてもよい。］
【請求項４】
　前記硬化触媒の含有率が、前記エポキシ樹脂及び前記硬化剤の合計量に対して０．００
１質量％～５質量％である、請求項１～３のいずれか一項に記載の熱硬化性樹脂組成物。
【請求項５】
　前記金属化合物が下記一般式（３）又は（４）で表される化合物である、請求項１～４
のいずれか一項に記載の熱硬化性樹脂組成物。

【化３】

［式（３）中、
　Ｍは亜鉛、チタン、アルミニウム、バリウム、ホウ素、ケイ素及びジルコニウムから選
ばれる金属又は半金属元素を示し、
　Ｒｘは、置換基を有していてもよい炭素数２～５０のアシレート基、置換基を有してい
てもよい炭素数２～５０のアルコキシ基、又はキレート基を示し、ｍはＭの結合価数を示
し、同一分子中の複数のＲｘは同一でも異なっていてもよい。］
【化４】

［式（４）中、
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　ｎは正の整数を示し、
　Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいメチル基、置換基を有していてもよいエ
チル基、置換基を有していてもよいプロピル基、置換基を有していてもよいイソプロピル
基、置換基を有していてもよいフェニル基又は置換基を有していてもよいグリシドキシプ
ロピル基を示し、
　Ｒ６、Ｒ７及びＲ８はそれぞれ独立に水素原子、置換基を有していてもよいアルコキシ
基、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、フェニル基、グリシドキシプロ
ピル基、３－アミノプロピル基、アミノフェニル基、アミノフェノキシプロピル基、キレ
ート基、又はアシレート基を示し、同一分子中の複数のＲ７及びＲ８は同一でも異なって
いてもよい。］
【請求項６】
　前記金属化合物の含有率が、前記エポキシ樹脂及び前記硬化剤の合計量に対して０．０
０１質量％～５質量％である、請求項１～５のいずれか一項に記載の熱硬化性樹脂組成物
。
【請求項７】
　前記エポキシ樹脂が２以上のエポキシ基を有する化合物であり、前記硬化剤が酸無水物
基を有する化合物である、請求項１～６のいずれか一項に記載の熱硬化性樹脂組成物。
【請求項８】
　前記白色顔料の中心粒径が０．１μｍ～５０μｍである、請求項１～７のいずれか一項
に記載の熱硬化性樹脂組成物。
【請求項９】
　前記白色顔料の含有率が、当該熱硬化性樹脂組成物全体に対して１０体積％～８５体積
％である、請求項１～８のいずれか一項に記載の熱硬化性樹脂組成物。
【請求項１０】
　硬化後の波長４００ｎｍにおける光反射率が７０％以上である、請求項９に記載の熱硬
化性樹脂組成物。
【請求項１１】
　底面及び内周側面から構成される凹部を有するとともに、該内周側面を形成する樹脂成
形品を有し、該底面が光半導体素子搭載領域である光半導体素子搭載用基板であって、
　前記樹脂成形品が、請求項１～１０のいずれか一項に記載の熱硬化性樹脂組成物から形
成することのできるものである、光半導体素子搭載用基板。
【請求項１２】
　底面及び内周側面から構成される凹部を有するとともに、該内周側面を形成する樹脂成
形品を有し、該底面が光半導体素子搭載領域である光半導体素子搭載用基板の製造方法で
あって、
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の熱硬化性樹脂組成物をトランスファー成形する
ことにより前記樹脂成形品を形成する工程を備える、製造方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の光半導体素子搭載用基板と、
　当該光半導体素子搭載用基板の光半導体素子搭載領域に搭載された光半導体素子と、
　前記光半導体素子を当該光半導体素子搭載用基板の凹部内で覆う封止樹脂層と、
を備える光半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光反射部材を形成するために用いられる熱硬化性樹脂組成物、これを用いた
光半導体素子搭載用基板及びその製造方法並びに光半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、光半導体装置は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：発光



(4) JP 5550230 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

ダイオード）などの光半導体素子と蛍光体を組み合わせて構成される。光半導体装置は高
エネルギー効率、長寿命などの利点を有することから、近年、屋外用ディスプレイ、携帯
液晶バックライト、車載用途などにおいてその需要が拡大している。
【０００３】
　光半導体素子搭載用基板を構成する光反射部材は、硬化後の光反射特性に優れた熱硬化
性樹脂組成物によって形成することができる。光反射部材は、光反射とともに、電極間の
絶縁維持、支持体等の機能を兼ね備える場合が多い。
【０００４】
　ところで、光半導体装置の用途拡大に対応して高輝度化が進むのに伴って、ＬＥＤの発
熱量増大によるジャンクション温度の上昇又は直接的な光エネルギーの増大に起因する材
料の熱劣化及び光劣化の問題が顕在化する傾向にある。
【０００５】
　そこで、例えば特許文献１には、エポキシ樹脂及び硬化剤を含有し、耐熱試験後の光反
射特性に優れる熱硬化性樹脂組成物及びこれを用いた光半導体素子搭載用基板が開示され
ている。
【特許文献１】特開２００６－１４０２０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、光反射部材を形成するために用いられる従来の熱硬化性樹脂組成物は、
ある程度高温の加熱をともなう溶融混錬によって得ることが困難であった。具体的には、
溶融混練の際に熱硬化反応の進行により混錬物が流動性を失って、固まった混錬物の清掃
作業、混練設備の破損などが起こりやすいという問題があり、効率的な製造と品質や特性
の安定した熱硬化樹脂組成物を製造することが困難であった。そのため、例えば固体原料
を溶融することなく低温で混錬する方法によって熱硬化性樹脂組成物を製造する必要があ
り、このことが生産効率向上の妨げとなる場合があった。
【０００７】
　本発明は係る事情に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、硬化後の可視光から
近紫外光の反射率が高く、光反射用部材を形成するための熱硬化性樹脂組成物において、
より優れた生産性で製造されることを可能にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、（Ａ）エポキシ樹脂、（Ｂ）硬化剤及び（Ｃ）硬化触媒を含有する熱硬化性
樹脂組成物に関する。本発明に係る熱硬化性樹脂組成物は、エポキシ樹脂、硬化剤及び硬
化触媒を含む混合物を３０℃～１５０℃で溶融混練する工程を備える方法によって得るこ
とのできる混錬物である。本発明に係る熱硬化性樹脂組成物の硬化後の波長８００ｎｍ～
３５０ｎｍにおける光反射率（光拡散反射率）は７０％以上である。本発明に係る熱硬化
性樹脂組成物は光反射部材を形成するために用いられる。
【０００９】
　上記本発明に係る熱硬化性樹脂は、光反射部材を形成するために用いられる従来の熱硬
化性樹脂組成物と比較して、より優れた生産性で製造されることが可能である。
【００１０】
　本発明に係る熱硬化性樹脂組成物は、１２０℃におけるゲルタイムが２０００秒～２０
００００秒、かつ１８０℃におけるゲルタイムが１０秒～２０００秒であることが好まし
い。これにより、溶融混錬の際に流動性を失うことがより確実に防止されるとともに、よ
り優れた成形性、特にトランスファー成形性が得られる。
【００１１】
　硬化触媒は、好ましくは、２５℃～２５０℃において固体の塩である。より具体的には
、硬化触媒は、下記一般式（１）で表されるオニウム塩を含むことが好ましい。
【００１２】
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【００１３】
　式（１）中、Ｘ＋は、脂肪族４級ホスホニウムイオン、芳香族４級ホスホニウムイオン
、１，８－ジアザ－ビシクロ（５，４，０）ウンデカン－７－エンのオニウムイオン及び
イミダゾール誘導体のオニウムイオンから選ばれるカチオンを示し、Ｙ－は、テトラフル
オロホウ酸イオン、テトラフェニルホウ酸イオン、ヘキサフルオロリン酸イオン、ビスト
リフルオロメチルスルホニルイミド酸イオン、トリス（トリフルオロメチルスルホニル）
炭素酸イオン、トリフルオロメタンスルホン酸イオン、ハロゲン化酢酸イオン、カルボン
酸イオン及びハロゲンイオンから選ばれるアニオンを示す。
【００１４】
　上記オニウム塩は、下記一般式（２）で表されるホスホニウム塩であることが特に好ま
しい。これにより、溶融混錬時の安定性が更に向上するとともに、より優れた成形性が得
られる。
【００１５】

【化２】

【００１６】
　式（２）中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４はそれぞれ独立にアリール基、アラルキル基又
は炭素原子数１～１８の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基を示し、アリール基及びアラ
ルキル基はヒドロキシ基又はアルコキシ基で置換されていてもよい。
【００１７】
　硬化触媒の含有率は、エポキシ樹脂及び硬化剤の合計量に対して０．００１質量％～５
質量％であることが好ましい。
【００１８】
　本発明に係る熱硬化性樹脂組成物は、（Ｄ）金属アルコキサイド、金属キレート及び金
属アシレートからなる群より選ばれる少なくとも１種の金属化合物を更に含有していても
よい。この金属化合物は、好ましくは、下記一般式（３）又は（４）で表される化合物で
ある。
【００１９】

【化３】

【００２０】
　式（３）中、Ｍは亜鉛、チタン、アルミニウム、バリウム、ホウ素、ケイ素及びジルコ
ニウムから選ばれる金属又は半金属元素を示し、Ｒｘは、置換基を有していてもよい炭素
数２～５０のアシレート基、置換基を有していてもよい炭素数２～５０のアルコキシ基、
又はキレート基を示し、ｍはＭの結合価数を示し、同一分子中の複数のＲｘは同一でも異
なっていてもよい。
【００２１】
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【化４】

【００２２】
　式（４）中、ｎは正の整数を示し、Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいメチ
ル基、置換基を有していてもよいエチル基、置換基を有していてもよいプロピル基、置換
基を有していてもよいイソプロピル基、置換基を有していてもよいフェニル基又は置換基
を有していてもよいグリシドキシプロピル基を示し、Ｒ６、Ｒ７及びＲ８はそれぞれ独立
に水素原子、置換基を有していてもよいアルコキシ基、メチル基、エチル基、プロピル基
、イソプロピル基、フェニル基、グリシドキシプロピル基、３－アミノプロピル基、アミ
ノフェニル基、アミノフェノキシプロピル基、キレート基、又はアシレート基を示し、同
一分子中の複数のＲ７及びＲ８は同一でも異なっていてもよい。
【００２３】
　これら金属化合物の含有率は、エポキシ樹脂及び硬化剤の合計量に対して０．００１質
量％～５質量％であることが好ましい。
【００２４】
　エポキシ樹脂が２以上のエポキシ基を有する化合物であり、硬化剤が酸無水物基を有す
る化合物であってもよい。
【００２５】
　本発明に係る熱硬化性樹脂組成物は、（Ｅ）アルミナ、酸化マグネシウム、酸化アンチ
モン、酸化チタン、酸化ジルコニウム及び無機中空粒子からなる群から選ばれる少なくと
も１種の白色顔料を更に含有することが好ましい。これにより、硬化後の光反射特性を更
に優れたものとすることができる。これら白色顔料の中心粒径は好ましくは０．１μｍ～
５０μｍである。また、白色顔料の含有率は、当該熱硬化性樹脂組成物全体に対して１０
体積％～８５体積％であることが好ましい。
【００２６】
　別の側面において、本発明は、底面及び内周側面から構成される凹部を有するとともに
、該内周側面を形成する樹脂成形品を有し、該底面が光半導体素子搭載領域である光半導
体素子搭載用基板に関する。本発明に係る光半導体素子搭載用基板において、前記樹脂成
形品は、上記本発明に係る熱硬化性樹脂組成物から形成することのできるものである。
【００２７】
　更に別の側面において、本発明は、底面及び内周側面から構成される凹部を有するとと
もに、該内周側面を形成する樹脂成形品を有し、該底面が光半導体素子搭載領域である光
半導体素子搭載用基板の製造方法に関する。本発明に係る製造方法は、上記本発明に係る
熱硬化性樹脂組成物をトランスファー成形することにより前記樹脂成形品を形成する工程
を備える。
【００２８】
　更に別の側面において、本発明は光半導体装置に関する。本発明に係る光半導体装置は
、上記本発明に係る光半導体素子搭載用基板と、当該光半導体素子搭載用基板の光半導体
素子搭載領域に搭載された光半導体素子と、光半導体素子を当該光半導体素子搭載用基板
の凹部内で覆う封止樹脂層と、を備える。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、硬化後の可視光から近紫外光の反射率が高く、優れた生産性で製造さ
れることが可能な、光反射部材用の熱硬化性樹脂組成物が提供される。例えば、固まった
樹脂の清掃作業、混練設備の破損などに起因する製造効率の低下を防ぐことができる。本
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発明の熱硬化性樹脂組成物及びこれから得られる光半導体素子搭載用基板は、品質や特性
の安定性の点でも優れる。
【００３０】
　また、本発明に係る熱硬化性樹脂組成物は、優れた成形性も有する。従来、光反射材用
の熱硬化性樹脂組成物をトランスファー成形する際、金型内に注入された樹脂組成物の溶
融粘度が上昇して、所定の形状を得るために必要な樹脂流動距離が著しく不足してしまう
場合があり、熱硬化性樹脂組成物の混練時の時間や温度条件を厳密に管理しないと実用に
供することができないという問題があった。係る問題を克服する上でも、本発明の熱硬化
性樹脂組成物は有利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。ただし、本発明は以下の実施
形態に限定されるものではない。
【００３２】
　本実施形態に係る熱硬化性樹脂組成物は、エポキシ樹脂、硬化剤及び硬化触媒を含有し
、硬化後の可視光から近紫外光の波長領域における反射率が高く、光反射部材を形成する
ために用いられる。この熱硬化性樹脂組成物は、これらの混合物を、その流動性を維持し
ながら３０℃～１５０℃で連続的に溶融混練する工程を備える方法によって得ることので
きる混錬物である。硬化反応を実質的に進行させることなく混合物を溶融混錬することが
好ましい。
【００３３】
　熱硬化性樹脂組成物の１２０℃におけるゲルタイムは２０００秒～１０００００秒であ
ることが好ましい。この程度のゲルタイムを有する熱硬化性樹脂組成物であれば、通常、
混合物の流動性を維持しながら３０℃～１５０℃での溶融混錬により得ることが可能であ
る。
【００３４】
　また、熱硬化性樹脂組成物の１８０℃におけるゲルタイムは１０秒～２０００秒である
ことが好ましい。これにより、トランスファー成形等の方法により、熱硬化性樹脂組成物
の硬化物である樹脂成形品を良好な成形性で形成することができる。
【００３５】
　これらゲルタイムは、例えば、ＪＳＲ型キュラストメータを用いる方法、又は、攪拌棒
で混ぜながら熱硬化性樹脂組成物をホットプレート上で所定の温度に加熱し、樹脂組成物
が流動性を失うまで時間をゲルタイムとして測定する方法によって測定することができる
。後述の実施例では後者を選択した。
【００３６】
　本実施形態に係る熱硬化性樹脂組成物は、優れた貯蔵安定性を有する。貯蔵安定性とは
、例えば熱硬化性樹脂組成物を製造した後、－５℃以上１０℃以下の環境下に所定時間保
管されたときに、スパイラルフローの初期値からの変動が小さいことであると言い換える
ことができる。スパイラルフローはトランスファー成形時の流動性を評価する指標として
用いることができる。
【００３７】
　スパイラルフローの初期値に対する保持率は、好ましくは３０％以上、より好ましくは
５０％以上、更に好ましくは７０％以上である。例えば、熱硬化性樹脂組成物を溶融混錬
によって製造した後、７２０時間、１０℃以下の環境下で７２０時間に保管したときに、
スパイラルフローの初期値（製造直後の値）に対する保持率が５０％未満であると、光半
導体素子搭載用基板の凹部を形成するための金型中に、溶融粘度の上昇によって熱硬化性
樹脂組成物が流入できなくなり、光半導体素子搭載用基板の製造が困難となる傾向がある
。スパイラルフローの保持率が初期値に対して７０％を超えると、製造後の長期保管がよ
り容易になるため、特に粘度上昇にともなう樹脂組成物の廃棄によるロスが低減でき、実
用上優れている。
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【００３８】
　熱硬化性樹脂組成物のスパイラルフローは、特に制限はないが、成形温度１００℃～２
００℃、成形圧力０．５～２０ＭＰａ、６０～１２０秒の条件で５０ｃｍ以上であること
が好ましく、８０ｃｍ以上であることがより好ましく、１００ｃｍ以上であることがさら
に好ましくい。スパイラルフローが５０ｃｍ未満であると、光半導体素子搭載用基板の凹
部を形成するための金型中に、溶融粘度の上昇によって熱硬化性樹脂組成物が流入できな
くなり、光半導体素子搭載用基板の製造が困難となる傾向がある。スパイラルフローが１
００ｃｍを超えると、成形用金型の設計における自由度が高く、一度の成形で複数個の光
半導体素子搭載用基板の製造することが容易になり、特に優れた生産性が得られる。
【００３９】
　熱硬化性樹脂組成物を構成するエポキシ樹脂及び硬化剤として、それぞれ複数種類用い
ることができる。
【００４０】
　エポキシ樹脂は、電子部品封止用エポキシ樹脂成形材料において一般に使用されている
、２以上のエポキシ基を有するものであってもよい。例えば、フェノールノボラック型エ
ポキシ樹脂及びオルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂をはじめとする、フェノール
類とアルデヒド類とから形成されるノボラック樹脂をエポキシ化したノボラック型エポキ
シ樹脂、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＳ及びアルキル置換ビス
フェノール等のジグリシジルエーテル、ジアミノジフェニルメタン、イソシアヌル酸等の
ポリアミンとエピクロルヒドリンの反応により得られるグリシジルアミン型エポキシ樹脂
、並びに、オレフィン結合を過酢酸等の過酸で酸化して得られる線状脂肪族エポキシ樹脂
及び脂環族エポキシ樹脂から１種又は複数種のエポキシ樹脂が選択される。
【００４１】
　これらのうち比較的着色の少ないものが好ましい。具体的には、ビスフェノールＡ型エ
ポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂、ジグ
リシジルイソシアヌレート、トリグリシジルイソシアヌレート、並びに、１，２－シクロ
ヘキサンジカルボン酸、１，３－シクロヘキサンジカルボン酸及び１，４－シクロヘキサ
ンジカルボン酸から選ばれるジカルボン酸から誘導されるジカルボン酸ジグリシジルエス
テルが好ましい。同様の観点から、フタル酸、テトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタ
ル酸、メチルテトラヒドロフタル酸、ナジック酸及びメチルナジック酸から選ばれるジカ
ルボン酸のジグリシジルエステル、並びに、芳香環が水素化された脂環式構造を有する核
水素化トリメリット酸又は核水素化ピロメリット酸のグリシジルエステルも好ましい。
【００４２】
　また、シラン化合物を有機溶媒、有機塩基及び水の存在下に加熱して、加水分解縮合さ
せることにより得られる、主鎖としてのシリコーン骨格とエポキシ基とを有するポリオル
ガノシロキサンも好ましい。
【００４３】
　硬化剤は、電子部品封止用エポキシ樹脂成形材料で一般に使用されているものであって
よく、エポキシ樹脂と反応して硬化物を形成可能なものであれば、特に制限なく用いるこ
とができるが、比較的着色のない硬化剤が好ましい。例えば、酸無水物系硬化剤、イソシ
アヌル酸誘導体、及びフェノール系硬化剤が好適である。
【００４４】
　酸無水物系硬化剤としては、酸無水物基を有する化合物が用いられる。酸無水物系硬化
剤は、例えば、無水フタル酸、無水マレイン酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット
酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、無水メチルナジック酸、無
水ナジック酸、無水グルタル酸、無水ジメチルグルタル酸、無水ジエチルグルタル酸、無
水コハク酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸及びメチルテトラヒドロ無水フタル酸から
選ばれる。これらは単独で用いても２種類以上併用してもよい。
【００４５】
　イソシアヌル酸誘導体は、例えば、１，３，５－トリス（１－カルボキシメチル）イソ
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シアヌレート、１，３，５－トリス（２－カルボキシエチル）イソシアヌレート、１，３
，５－トリス（３－カルボキシプロピル）イソシアヌレート及び１，３－ビス（２－カル
ボキシエチル）イソシアヌレートから選ばれる。これらは単独で用いても２種類以上併用
してもよい。
【００４６】
　これらのなかでも、硬化剤は、無水フタル酸、無水トリメリット酸、ヘキサヒドロ無水
フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルテトラ
ヒドロ無水フタル酸、無水グルタル酸、無水ジメチルグルタル酸、無水ジエチルグルタル
酸及び１，３，５－トリス（３－カルボキシプロピル）イソシアヌレートからなる群より
選ばれる１種以上であることが特に好ましい。
【００４７】
　硬化剤の分子量は１００～４００程度が好ましい。また、無色又は淡黄色の硬化剤が好
ましい。
【００４８】
　硬化剤は、ポリイミド樹脂の原料として一般的に使用される酸無水物を含んでもよい。
例えば、無水トリメリット酸及び無水ピロメリット酸のような、芳香環を有する酸無水物
の芳香環の不飽和結合のすべてを水素化させた水素化無水トリメリット酸及び水素化無水
ピロメリット酸も硬化剤として好適である。
【００４９】
　熱硬化性樹脂組成物において、エポキシ樹脂中のエポキシ基１当量に対して、当該エポ
キシ基と反応する硬化剤中の活性基（例えば酸無水物基又は水酸基）の比率が０．５～０
．９当量であることが好ましく、０．７～０．８当量であることがより好ましい。活性基
が０．５当量未満であると、熱硬化性樹脂組成物（エポキシ樹脂組成物）の硬化速度が小
さくなる傾向がある。また、得られる硬化体のガラス転移温度が低くなったり、充分な弾
性率が得られなくなったりする場合もある。一方、上記活性基の比率が０．９当量を超え
ると硬化後の樹脂成形品の強度が低下する傾向がある。
【００５０】
　硬化触媒は、好ましくは、２５℃～２５０℃において固体（好ましくは塩）である。言
い換えると、硬化触媒は２５℃～２５０℃の融点を有することが好ましい。硬化触媒が混
練装置内で固体であると、エポキシ樹脂と硬化剤の反応効率が低下するため、混練装置内
での増粘又は硬化を特に効果的に防ぐことができる。硬化触媒の融点が２５℃未満である
と、溶融混練の際に硬化触媒がエポキシ樹脂や硬化剤と相溶し、反応効率が向上して混練
装置内での熱硬化性樹脂組成物の増粘又は硬化を招きやすくなる傾向がある。硬化触媒の
融点が２５０℃を超えると、熱硬化性樹脂組成物をトランスファー成形により成形すると
きに、硬化時間が長くなる傾向がある。硬化時間が長くなると、光半導体素子搭載用基板
の製造工程が長時間化してしまう場合がある。同様の観点から、硬化触媒はより好ましく
は５０℃～２５０℃、更に好ましくは８０℃～２３０℃の温度域で固体である。言い換え
ると、硬化触媒の融点はより好ましくは５０℃～２５０℃、更に好ましくは８０℃～２３
０℃である。
【００５１】
　硬化触媒は、下記一般式（１）で表されるオニウム塩を含むことが好ましい。
【００５２】
【化５】

【００５３】
　式（１）中、Ｘ＋は、脂肪族４級ホスホニウムイオン、芳香族４級ホスホニウムイオン
、１，８－ジアザ－ビシクロ（５，４，０）ウンデカン－７－エンのオニウムイオン及び
イミダゾール誘導体のオニウムイオンから選ばれるカチオンを示し、Ｙ－は、テトラフル
オロホウ酸イオン、テトラフェニルホウ酸イオン、ヘキサフルオロリン酸イオン、ビスト
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リフルオロメチルスルホニルイミド酸イオン、トリス（トリフルオロメチルスルホニル）
炭素酸イオン、トリフルオロメタンスルホン酸イオン、ハロゲン化酢酸イオン、カルボン
酸イオン及びハロゲンイオンから選ばれるアニオンを示す。
【００５４】
　上記オニウム塩は、下記一般式（２）で表されるホスホニウム塩であることが特に好ま
しい。
【００５５】
【化６】

【００５６】
　式（２）中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４はそれぞれ独立にアリール基、アラルキル基又
は炭素原子数１～１８の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基を示し、アリール基及びアラ
ルキル基はヒドロキシ基又はアルコキシ基で置換されていてもよい。
【００５７】
　硬化触媒の含有率は、エポキシ樹脂及び硬化剤の合計量に対して０．００１質量％～５
質量％であることが好ましい。
【００５８】
　以上挙げた化合物の中でも、硬化触媒は、テトラエチルホスホニウム４フッ化ホウ素、
テトラｎ－ブチルホスホニウム４フッ化ホウ素、トリメチルｎ－ドデシルホスホニウム４
フッ化ホウ素、トリメチルｎ－ヘキサデシルホスホニウム４フッ化ホウ素、トリエチルｎ
－ヘキサデシルホスホニウム４フッ化ホウ素、トリエチルｎ－ドデシルホスホニウム４フ
ッ化ホウ素、トリブチルｎ－オクチルホスホニウム４フッ化ホウ素、トリブチルｎ－デシ
ルホスホニウム４フッ化ホウ素、トリブチルｎ－ドデシルホスホニウム４フッ化ホウ素、
トリブチルｎ－ヘキサデシルホスホニウム４フッ化ホウ素、トリフェニルｎ－ブチルホス
ホニウム４フッ化ホウ素、トリフェニルｎ－ドデシルホスホニウム４フッ化ホウ素、トリ
フェニルｎ－ヘキサデシルホスホニウム４フッ化ホウ素、テトラｎ－オクチルホスホニウ
ム４フッ化ホウ素、トリオクチルｎ－ドデシルホスホニウム４フッ化ホウ素、トリオクチ
ルｎ－ヘキサデシルホスホニウム４フッ化ホウ素、トリプロピルｎ－ドデシルホスホニウ
ム４　フッ化ホウ素、トリプロピルｎ－ヘキサデシルホスホニウム４フッ化ホウ素、トリ
ス（ヒドロキシプロピル）ｎ－オクチルホスホニウム４フッ化ホウ素、トリス（ヒドロキ
シプロピル）ｎ－ドデシルホスホニウム４フッ化ホウ素、トリス（ヒドロキシプロピル）
ｎ－テトラデシルホスホニウム４フッ化ホウ素及びトリス（ヒドロキシプロピル）ｎ－ヘ
キサデシルホスホニウム４フッ化ホウ素からなる群より選ばれる少なくとも１種のホスホ
ニウム塩を含むことが好ましい。さらにこれらの中でも、硬化後の着色性が少なく、さら
に貯蔵安定性にも優れる点から、テトラ－ｎ－ブチルホスホニウムテトラフルオロボレー
ト及びテトラ－ｎ－ブチルホスホニウムテトラフェニルボレートが好ましい。
【００５９】
　硬化触媒は上記のようなオニウム塩を含むことが好ましいが、その場合にこれら以外の
エポキシ樹脂用硬化触媒を更に含んでいてもよい。その他の硬化触媒としては、例えば、
１，８－ジアザ－ビシクロ（５，４，０）ウンデカン－７－エン、トリエチレンジアミン
、トリ－２，４，６－ジメチルアミノメチルフェノール等の３級アミン類、２－エチル－
４メチルイミダゾール、２－メチルイミダゾール等のイミダゾール類、トリフェニルホス
フィン、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、テトラ－ｎ－ブチルホス
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ホニウム－ｏ，ｏ－ジエチルホスホロジチオエート等の４級ホスホニウム塩、４級アンモ
ニウム塩、有機金属塩類及びこれらの誘導体が挙げられる。これらは単独で使用してもよ
く又は併用してもよい。これらの硬化促進剤の中では、３級アミン類及びイミダゾール類
が好ましい。
【００６０】
　熱硬化性樹脂組成物における硬化触媒の含有率は、エポキシ樹脂及び硬化剤の合計量に
対して０．００１質量％～５質量％であることが好ましい。硬化触媒の含有率が０．００
１質量％未満であると、硬化促進効果が小さくなる傾向があり、５質量％を超えると、得
られる樹脂成形体に変色が見られる場合がある。同様の観点から、硬化触媒の含有率は０
．０１～３．０質量％であることがより好ましい。
【００６１】
　熱硬化性樹脂組成物は、金属アルコキサイド、金属キレート及び金属アシレートからな
る群より選ばれる少なくとも１種の金属化合物を更に含有することが好ましい。これら金
属化合物によって硬化触媒を活性化させることができる。この金属化合物は、好ましくは
、下記一般式（３）又は（４）で表される化合物である。
【００６２】
【化７】

【００６３】
　式（３）中、Ｍは亜鉛、チタン、アルミニウム、バリウム、ホウ素、ケイ素及びジルコ
ニウムから選ばれる金属又は半金属元素を示し、Ｒｘは、置換基を有していてもよい炭素
数２～５０のアシレート基、置換基を有していてもよい炭素数２～５０のアルコキシ基、
又はキレート基を示し、ｍはＭの結合価数を示し、同一分子中の複数のＲｘは同一でも異
なっていてもよい。
【００６４】
【化８】

【００６５】
　式（４）中、ｎは正の整数を示し、Ｒ５は、水素原子、置換基を有していてもよいメチ
ル基、置換基を有していてもよいエチル基、置換基を有していてもよいプロピル基、置換
基を有していてもよいイソプロピル基、置換基を有していてもよいフェニル基又は置換基
を有していてもよいグリシドキシプロピル基を示し、Ｒ６、Ｒ７及びＲ８はそれぞれ独立
に水素原子、置換基を有していてもよいアルコキシ基、メチル基、エチル基、プロピル基
、イソプロピル基、フェニル基、グリシドキシプロピル基、３－アミノプロピル基、アミ
ノフェニル基、アミノフェノキシプロピル基、キレート基、又はアシレート基を示し、同
一分子中の複数のＲ７及びＲ８は同一でも異なっていてもよい。
【００６６】
　これら金属化合物の含有率は、エポキシ樹脂及び硬化剤の合計量に対して０．００１質
量％～５質量％であることが好ましい。金属化合物の含有率が０．００１質量％未満であ
ると、硬化促進効果が小さくなる傾向があり、５．０質量％を超えると硬化阻害が起きる
場合や、トランスファー成形時の金型からの離型性が低下する場合がある。同様の観点か
ら、金属化合物の含有率は０．００１質量％～３．０質量％であることがより好ましい。
【００６７】
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　熱硬化性樹脂組成物は、高い反射率を達成するために、白色顔料を含有することが好ま
しい。白色顔料は、公知のものを特に制限なく使用することができる。白色顔料は、例え
ば、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化アンチモン、酸化チタン及び酸化ジルコニウムか
らなる群より選ばれる少なくとも１種である。白色顔料は無機中空粒子であってもよい。
　無機中空粒子は、例えば、珪酸ソーダガラス、アルミ珪酸ガラス、硼珪酸ソーダガラス
又はシラスを含む。白色顔料の中心粒径は０．１～５０μｍの範囲にあることが好ましい
。この中心粒径が０．１μｍ未満であると粒子が凝集しやすいために分散性が低下する傾
向があり、５０μｍを超えると硬化物の反射特性が低下する可能性がある。
【００６８】
　熱硬化性樹脂組成物は、白色顔料以外の無機充填材を更に含有していてもよい。無機充
填剤の配合によって成形性を調整することができる。無機充填材は、特に限定されないが
、例えば、シリカ、酸化アンチモン、酸化チタン、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシ
ウム、硫酸バリウム、炭酸マグネシウム及び炭酸バリウムからなる群から選ばれる少なく
とも１種である。熱伝導性、光反射特性、成型性及び難燃性の点からは、シリカ、アルミ
ナ、酸化マグネシウム、酸化アンチモン、酸化チタン、酸化ジルコニウム、水酸化アルミ
ニウム及び水酸化マグネシウムから選ばれる２種類以上の組み合わせが好ましい。
【００６９】
　無機充填材の中心粒径は、特に限定されないが、白色顔料とのパッキングが効率良くな
るように１～１００μｍの範囲にあることが好ましい。
【００７０】
　樹脂材料と白色顔料及び無機充填剤との濡れ性向上のために、カップリング剤の利用が
有効である。白色顔料及び無機充填剤を予めカップリング剤で処理しておくことが好まし
い。
【００７１】
　白色顔料及びこれ以外の無機充填材の合計量は、熱硬化性樹脂組成物全体に対して、１
０体積％～８５体積％の範囲にあることが好ましい、この量が１０体積％未満であると硬
化物の光反射特性が低下する傾向があり、８５体積％を超えると樹脂組成物の成型性が低
下する傾向がある。樹脂組成物の成形性が低下すると基板の作製が困難となる。
【００７２】
　熱硬化性樹脂組成物は、エポキシ樹脂及び硬化剤と無機充填材及び白色顔料との接着性
を向上させる観点から、カップリング剤を含有することが好ましい。カップリング剤とし
ては、特に限定されないが、例えば、シランカップリング剤及びチタネート系カップリン
グ剤等がある。シランカップリング剤としては、エポキシシラン系、アミノシラン系、カ
チオニックシラン系、ビニルシラン系、アクリルシラン系、メルカプトシラン系及びこれ
らの組み合わせがある。任意の付着量で多々用いられる。カップリング剤の量、種類及び
処理条件は特に限定されない。カップリング剤の配合量は熱硬化性樹脂組成物全体に対し
て５質量％以下が好ましい。
【００７３】
　熱硬化性樹脂組成物は、必要に応じて、酸化防止剤、離型剤及びイオン捕捉剤等の添加
剤を含有してもよい。
【００７４】
　熱硬化前の熱硬化性樹脂組成物は、加圧成形により室温（１５～３０℃）においてタブ
レットを形成可能であることが好ましい。加圧成形は、例えば、室温（２５℃）において
、５～５０ＭＰａ、１～５秒程度の条件下で成形を行うことができればよい。
【００７５】
　熱硬化性樹脂組成物の熱硬化によって形成される硬化物の光反射率は、波長３５０ｎｍ
～８００ｎｍにおいて好ましくは７０％以上、より好ましくは８０％以上、さらに好まし
くは９０％以上である。この光反射率が７０％未満であると、光反射部材による光半導体
装置の輝度向上の効果が低下する傾向がある。
【００７６】
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　本実施形態に係る熱硬化性樹脂組成物は、上記各成分の混合物を溶融混錬し、混錬物を
冷却及び粉砕する方法によって製造することができる。溶融混錬の手段や条件等は特に限
定されない。加熱、溶融、混合及び分散を工程を行なうことが可能な混錬装置が用いるこ
とができる。混錬装置は、例えば押出機、ニーダー、ロール及びエクストルーダーから選
ばれる。この混錬装置に原材料を一定量供給しながら、混合物を混錬装置内で連続的に溶
融混練する。
【００７７】
　溶融混練工程では、エポキシ樹脂、硬化剤及び硬化触媒を主として含む熱硬化樹脂成分
を熱エネルギーによって融解し、熱硬化反応が実質的に進行しないように温度条件を管理
しながら混合物が混錬される。溶融混練の条件は、成分の種類や配合量により適宜決定す
ればよく、特に制限はない。溶融混錬の条件は、第１に各種原材料の分散性向上、第２に
加熱、溶融した樹脂成分と無機充填剤との濡れ性向上及び第３に硬化反応の制御に留意し
て設定される。
【００７８】
　溶融混錬の温度及び時間は、好ましくは３０℃～１５０℃で２～４０分間、より好まし
くは６０℃～１４０℃で２～２０分間である。
【００７９】
　溶融混練の温度が３０℃未満であると、各成分を溶融混練させることが困難であり、分
散性も低下する傾向にあり、１５０℃を超えると、樹脂組成物の高分子量化が進行し、樹
脂組成物が装置内で硬化してしまう可能性がある。
【００８０】
　また、溶融混練の時間が２分未満であると、トランスファー成形時に樹脂バリが発生し
やすくなる傾向がある。樹脂バリが発生すると、光半導体素子搭載領域の開口部に樹脂汚
れが発生し、光半導体素子を搭載する際の障害になったり、光半導体素子と金属配線とを
ボンディングワイヤなど公知の方法により電気的に接続する際の障害になったりする可能
性がある。一方、混練時間の時間が４０分を超えると、樹脂組成物の高分子化が装置内で
進行する可能性がある。
【００８１】
　原材料として用いられるエポキシ樹脂、硬化剤及び硬化触媒等の原材料は、粉末状であ
ることが好ましい。この場合、必要に応じて、溶融混錬の前に粉末状の各原材料を予備混
合（乾式混合）して混合粉を得てもよい。粉末状の各原材料を、混合機能の高い混合機、
例えば、高速羽攪拌混合機、ヘンシェルミキサ、レディゲミキサを使用して混合すること
が分散性向上に有効である。混合機は、高分散性を得られるものであればよく、これらに
制限されるものではない。
【００８２】
　粉末状の原材料を用いる場合、それらの粒度を細かくすることにより、高い分散性で各
原材料が混合された混合物を容易に得ることができる。場合によっては、予め微粉砕をし
て原材料の粒度を小さくしてもよい。
【００８３】
　混合の際、加熱により樹脂材料（エポキシ樹脂、硬化剤及び硬化触媒等）を溶融状態と
しながらこれらを無機充填剤と強力に混合することにより、樹脂材料と無機充填剤との良
好な濡れ性を得ることができる。例えば、樹脂材料を軟化点付近まで加熱された樹脂材料
を無機充填剤と混合し、圧縮、摩擦、剪断力等を与えて充填剤表面に樹脂材料がコーティ
ングされた状態とするのがよい。各種原材料を配合し混合した後、加熱機構の付属した高
速羽攪拌混合機や、ヘンシェルミキサ、レディゲミキサに混合物を投入して混合状態とし
ながら、材料温度を樹脂材料の軟化点付近に加熱してやれば、混練と同程度の材料の均一
分散と無機充填剤との濡れを得ることが可能である。
【００８４】
　この際、予め硬化触媒を分離しておくことにより、加熱されたときの硬化反応を抑制し
、長時間の混合を行ったときの過反応によるゲル化を防止することができる。
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【００８５】
　粉末状の原材料の加熱方法として、高周波加熱方法を採用することにより、粉末状の原
材料の内部も同時に均一に素早く加熱することができるようになる。
【００８６】
　予備混合後の混合物を、高周波加熱装置を利用して加熱してもよい。この場合は、より
濡れ性を向上させるために、高周波加熱処理後の混合物に対して機械的に圧縮力等を与え
ることが望ましい。具体的には圧縮ロールを使用するが、同様な効果を得ることができる
ものであれば、他の機械設備を使用しても差し支えない。
【００８７】
　予め硬化触媒が混合されている場合、特に硬化反応の進行の抑制に留意が必要である。
このため、混合加熱後の製品特性を満足した状態で混合物を取り出したならば、直ちに、
冷却を行い混合物の温度を下げて硬化反応の進行を防止することが重要である。混合物の
温度を下げる方法としては、冷却ロールを用いる方法がある。
【００８８】
　エポキシ樹脂の硬化反応の制御は、前述の混合加熱時の材料温度と加熱時間及び硬化促
進剤の種類と使用量の組み合わせに大きく影響される。各種の熱硬化性光反射用樹脂組成
物により組成が異なり、さらに要求される流動性、成形性等も変わるため一概に論ずるこ
とはできないが、諸特性を満足するように混合物加熱時の材料温度と時間を調整してやれ
ばよい。
【００８９】
　図１は光半導体装置の一実施形態を示す斜視図であり、図２は図１のＩＩ－ＩＩ線に沿
う断面図である。図１、２に示す光半導体装置１は、底面Ｓ１及び内周側面Ｓ２から構成
される凹部１１を有する光半導体素子搭載用基板１０と、光半導体素子搭載領域である底
面Ｓ１に搭載された光半導体素子２０と、光半導体素子２０を凹部１１内で覆う封止樹脂
層３０とから主として構成される。
【００９０】
　光半導体素子搭載用基板１０は、板状の金属配線１２と、金属配線１２上に設けられた
Ｎｉ／Ａｇめっき１３及びリフレクター１５を有する。Ｎｉ／Ａｇめっき１３は底面Ｓ１
を構成している。リフレクター１５は、底面Ｓ１（Ｎｉ／Ａｇめっき１３）が露出する開
口を形成する内周側面Ｓ２を有する。リフレクター１５は、上述の実施形態に係る熱硬化
性樹脂組成物を成形して形成される樹脂成形品である。
【００９１】
　光半導体素子２０は、ボンディングワイヤ２１を介して金属配線１２及びＮｉ／Ａｇめ
っき１３と電気的に接続されている。金属配線１２は、光半導体素子２０の底部に接して
いる部分とボンディングワイヤ２１が接続されている部分とに分割されている。これら二
つの部分の間には絶縁層１６が介在している。絶縁層１６は、上述の実施形態に係る熱硬
化性樹脂組成物によって形成されていてもよい。
【００９２】
　封止樹脂層３０は、透明樹脂層３１と、透明樹脂層３１内に分散した波長変換手段であ
る蛍光体３２とを含む。封止樹脂層３０は、蛍光体を含有する公知の透明封止樹脂組成物
を用いて形成することができる。
【００９３】
　光半導体装置１は、例えば、上述の実施形態に係る光反射用熱硬化性樹脂組成物をトラ
ンスファー成形により成形して金属配線１２上にリフレクター１５としての樹脂成形品を
形成する工程と、金属配線１２上に電気めっきによりＮｉ／Ａｇめっき１３を形成する工
程と、光半導体素子２０を半導体搭載領域（底面Ｓ１）に搭載する工程と、封止樹脂層３
０を形成する工程とを備える方法によって製造することができる。トランスファー成形の
後、形成された樹脂成形品をアフターキュアすることなく、光半導体素子２０の搭載等を
行うことができる。
【００９４】
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　金属配線１２は、例えば、金属箔からの打ち抜き及びエッチング等の公知の方法により
形成することができる。金属配線１２を所定形状の金型に配置し、金型の樹脂注入口から
熱硬化性樹脂組成物を注入し、これを好ましくは金型温度１７０～２００℃、成形圧力０
．５～２０ＭＰａで６０～１２０秒の条件で熱硬化させた後、金型を外す方法により、リ
フレクター１５として樹脂成形品が得ることができる。
【００９５】
　本発明に係る光半導体素子搭載用基板及び光半導体素子は、上記実施形態に限定される
ものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変形が可能である。例えば、図３の断面
図に示されるように、光半導体素子２０がはんだバンプ２２を介して金属配線１２及びＮ
ｉ／Ａｇめっき１３と電気的に接続されていてもよい。また、図４に示されるように、金
属配線を用いるのに代えて、リード４０を用いてもよい。図４に示す実施形態に係る光半
導体装置１においては、光半導体素子（ＬＥＤ素子）２０がダイボンド材４２によって半
導体素子搭載用基板１０に接着されている。光半導体素子搭載用基板は２以上の凹部を有
していてもよい。
【実施例】
【００９６】
　以下、実施例を挙げて本発明についてさらに具体的に説明する。ただし、本発明はこれ
ら実施例に限定されるものではない。
【００９７】
熱硬化性樹脂組成物の作製
（実施例１～３、５、８、参考例１～１１）
　表１及び表２に示す配合表に従って各材料を配合し、高速羽攪拌機（カワタ社製、ＳＭ
Ｐ－２）を用い回転数３０００ｍｉｎ－１で１０分間乾式混合した。得られた混合物を、
２軸混練押出機（栗本鉄工所社製、ＫＥＸ－５０）を用い、機内最低温度５０℃、機内最
高温度１３０℃の条件で溶融混練した。いずれの混合物も、装置内で硬化することなく流
動性を維持した状態で溶融混錬することができた。得られた混練物（光反射部材用熱硬化
性樹脂組成物）について以下の評価を行った。なお、表中の各成分の配合量の単位は、重
量部であり、空欄は配合なしを意味する。
【００９８】
　熱硬化性樹脂組成物の評価
（光反射性試験）
　各熱硬化性樹脂組成物を、成形型温度１８０℃、成型圧力６．９ＭＰａ、キュア時間９
０秒の条件でトランスファー成型し、その後１５０℃で２時間ポストキュアすることによ
り、厚み１．０ｍｍのテストピースとしての樹脂成形品を作製した。このテストピースの
波長４００ｎｍにおける光反射率を、積分球型分光光度計、Ｖ－７５０型（日本分光株式
会社製）を用いて測定した。そして、下記の評価基準に基づいて光反射特性を評価した。
評価結果を表１及び表２に示す。
光反射率の評価基準
Ａ：光波長４００ｎｍにおいて光反射率８０％以上
Ｂ：光波長４００ｎｍにおいて光反射率７０％以上８０％未満
Ｃ：光波長４００ｎｍにおいて光反射率７０％未満
【００９９】
（ゲルタイム）
　１２０℃又は１８０℃に設定したホットプレート上で加熱しながら、熱硬化性樹脂組成
物１ｇをステンレス製スパチュラで攪拌し、熱硬化反応が進行して攪拌不可能となるまで
に流動性が失われるまでの時間をゲルタイムとして測定した。評価結果を表１及び表２に
示す。
【０１００】
（スパイラルフロー）
　ＥＭＭＩ－１－６６の規格に準じたスパイラルフロー測定用金型を用いて、熱硬化性樹
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脂組成物を上記条件で成形し、そのときの流動距離（ｃｍ）を求めた。求めた結果を表１
及び表２に示す。
【０１０１】
【表１】

【０１０２】
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【表２】

【０１０３】
（Ａ）エポキシ樹脂
１：トリグリシジルイソシアヌレート（エポキシ当量１００、日産化学社製、商品名ＴＥ
ＰＩＳ－Ｓ）
（Ｂ）硬化剤
２：ヘキサヒドロ無水フタル酸（和光純薬社製）
（Ｃ）硬化触媒
３：テトラ－ｎ－ブチルホスホニウムテトラフルオロボレート（日本化学工業社製、商品
名ＰＸ－４ＦＢ　融点１００℃）
４：テトラ－ｎ－ブチルホスホニウムテトラフェニルボレート（日本化学工業社製、商品
名ＰＸ－４ＰＢ　融点２３０℃）
５：テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート（東京化成工業社製）
６：１，８－ジアザ－ビシクロ（５，４，０）ウンデセンテトラフェニルボレート（サン
アプロ社製、商品名Ｕ－ＣＡＴ　５００２、融点１３０℃）



(18) JP 5550230 B2 2014.7.16

10

20

30

７：テトラ－ｎ－ブチルホスホニウム－０，０－ジエチルホスホロジチエート（日本化学
工業社製、商品名ＰＸ－４ＥＴ、融点２５℃以下）
８：テトラ－ｎ－ブチルホスホニウムジメチルホスフェート（日本化学工業社製、商品名
ＰＸ－４ＭＤ、融点２５℃以下）
９：テトラ－ｎ－ブチルホスホニウムアセテート、融点２５℃以下）
１０：テトラ－ｎ－ブチルホスホニウムオクチレート、融点２５℃以下）
１１：トリフェニルホスフィン（東京化成工業社製、融点５０℃）
（カップリング剤）
１２：γ－グリシジドキシトリメトキシシラン（東レダウコーニング社製、商品名Ａ－１
８７）
（無機充填剤）
１３：溶融シリカ（電気化学工業社製、商品名ＦＢ－３０１）
（白色顔料）
１４：中空粒子（住友３Ｍ社製、商品名Ｓ６０－ＨＳ）
１５：アルミナ（アドマテックス社製、商品名ＡＯ－２５Ｒ）
【０１０４】
　実施例の熱硬化性樹脂組成物は、最高温度１３０℃の溶融混錬中によって得ることが可
能であり、また、その硬化物の光反射特性が十分に優れていた。さらに、実施例の熱硬化
性樹脂組成物は、適度なスパイラルフローを維持していることから、トランスファー成形
時の流動性にも優れることは明らかである。
【０１０５】
　さらに、表１及び表２に示すように、実施例の熱硬化性樹脂組成物は、光反射特性に優
れていることが明らかである。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】光半導体装置の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う断面図である。
【図３】光半導体装置の一実施形態を示す断面図である。
【図４】光半導体装置の一実施形態を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１…光半導体装置、１０…光半導体素子搭載用基板、１１…凹部、１２…金属配線、１
５…リフレクター、１６…絶縁層、２０…光半導体素子、２１…ボンディングワイヤ、２
２…はんだバンプ、３０…封止樹脂層、３１…透明樹脂層、３２…蛍光体、４０…リード
、４２…ダイボンド材、Ｓ１…底面（光半導体素子搭載領域）、Ｓ２…内周側面。
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